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平成２７年 ９月１１日

環境森林部廃棄物・リサイクル課

産業廃棄物係 内線2861

〃 環境保全課

放射線･土壌環境係 内線2839

大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する

廃棄物処理法に基づく調査結果について

大同特殊鋼株式会社渋川工場の製鋼過程で副産物として排出された鉄鋼スラグが建

設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃

棄物処理法」という。）に基づき調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。

１．調査経過

①立 入検査（廃棄物処理法第１９条第１項）

・平成２６年１月２７日 大同特殊鋼(株)渋川工場

・ １月３１日 大同エコメット(株)渋川事業所

・ ２月２７日 (株)佐藤建設工業

②報告の徴収（廃棄物処理法第１８条第１項）

・平成２６年４月１８日 大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、

(株)佐藤建設工業

・ ７月 ７日 大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)

・ ７月２５日 大同特殊鋼(株)

・平成２７年８月 ４日 大同特殊鋼(株)

２．調査結果

① 大同特殊鋼(株)渋川工場は、工場が操業を開始した昭和１２年頃から、副産物

である鉄鋼スラグを土地造成材等として再利用してきたとみられるが、当時の関

係資料が存在せず解明は困難である。

なお、廃棄物処理法の施行は、昭和４６年９月である。

② 平成１３年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成１５年にふっ素の溶出量

及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。

これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺

土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求

められ、鉄鋼業界では、ふっ化物（蛍石）を使用しない操業への移行や、鉄鋼ス

ラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利

用する方法がとられてきた。
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しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物（蛍石）の添加を止め

ることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過している

ことを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基

準を超える土壌汚染を生じさせた。

③ 平成１４年４月から平成２１年６月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同原料サ

ービス(株)（平成１８年に大同エコメット(株)に社名を変更）とスラグの委託加

工、売買に関する契約を締結した。

この契約は、大同特殊鋼(株)が大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグ

を製品原料として１トン当たり１０円で売却し、大同エコメット(株)が体積安定

化処理（エージング）を行った後に販売するというものであったが、大同特殊鋼(株)

から大同エコメット(株)にエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上

回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。（別紙図１参照）

④ 平成２１年７月から平成２４年６月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同エコメ

ット(株)及び(株)佐藤建設工業との３者でスラグ混合再生路盤材の製造・販売等

に関する契約を締結した。

この契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラ

グを製品原料として１トン当たり１０円で売却し、大同エコメット(株)がエージ

ング処理を行った後、(株)佐藤建設工業に１トン当たり１００円で売却するとい

うものであったが、一方で、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエ

ージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われ、大同特

殊鋼(株)から(株)佐藤建設工業に対して販売管理料等の名目で、(株)佐藤建設工

業が大同エコメット(株)に支払った鉄鋼スラグの購入代金を上回る金員が支払わ

れており、いわゆる逆有償取引であった。（別紙図２参照）

⑤ 平成２４年７月以降、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)とスラグ処理業

務及びスラグ混合路盤材等製造に関する委託契約を、(株)佐藤建設工業とスラグ

混合路盤材の販売に関する契約を、それぞれ締結した。

これらの契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング

処理や天然砕石との混合を委託し、(株)佐藤建設工業に対してスラグ混合路盤材

を販売するというものであって、契約形態を変えただけで、平成２１年７月から

平成２４年６月までの間と一連の行為の内容は同じであった。（別紙図３参照）

⑥ 平成２６年１月２８日以降、これらの契約に基づくスラグ混合路盤材の製造及

び販売は行われていない。

⑦ ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼

過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、

ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成１４年４月から平成２６年１

月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラ
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グは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有

者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。

⑧ スラグ再生路盤材等を購入した建設業者は、当該スラグの性状等を知らされて

おらず、有責性は認められない。

⑨ 記録が確認できた平成１４年１１月から出荷を停止した平成２６年１月までの

間、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷された鉄鋼スラグの総量は、２９万４，３３０

トンである。

３．鉄鋼スラグの使用箇所の解明及び環境への影響調査

① これまで大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用が確認され

た工事は、別表のとおり公共工事で２２５箇所である。

② 環境影響については、工事実施主体が、使用したスラグ再生路盤材の品質規格

証明書によって、同証明書がない場合については施工現場におけるスラグ再生路

盤材や土壌の検査によって確認し、土壌汚染が確認された場合には、県が直接周

辺地下水の調査を実施し、確認をしてきている。これまでの調査の結果では、地

下水への影響は認められない。

③ 今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める。公共工事については工事実施

主体に調査を要請、民間工事については大同特殊鋼(株)に対し、調査及び県への

報告を指示する。

新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、

その結果を速やかに公表する。

④ 判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水の常時監

視の中で、環境への影響について監視を行っていく。
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別 表

【 大同特殊綱(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用箇所 】

土壌環境基準等の超過箇所数

工事実施主体 所在市町村 施工箇所数

スラグ 土 壌 周辺地下水

前橋市 ２７ １４ ２ ０

国土交通省 長野原町 ２２ ８ ０ －

渋川市 ６ ３ ２ ０

東吾妻町 ３ ０ ０ －

吉岡町 ２ ２ １ ０

みなかみ町 ２ ０ － －

太田市 １ ０ － －

沼田市 １ ０ － －

嬬恋村 １ ０ － －

小 計 ６５ ２７ ５ ０

前橋市 １４ ７ １ ０

独立行政法人 渋川市 １ ０ － －

水資源機構 榛東村 １ １ ０ －

小 計 １６ ８ １ ０

渋川市 ２５ ０ － －

群 馬 県 吉岡町 １１ ０ － －

東吾妻町 ９ ０ － －

みなかみ町 ４ １ ０ －

中之条町 ４ ０ － －

榛東村 ２ ０ － －

長野原町 ２ ０ － －

昭和村 １ ０ － －

小 計 ５８ １ ０ －

渋 川 市 渋川市 ７２ ４９ ４１ ０

前 橋 市 前橋市 １４ ８ ７ ０

計 ２２５ ９３ ５４ ０

（注）本表は、現時点までの工事実施主体ごとの公表資料を整理したものである。
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大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、(株)佐藤建設工業の間の契約関係 

 

 

 

＜図１＞ 平成１４年４月から平成２１年６月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図２＞ 平成２１年７月から平成２４年６月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

大同特殊鋼 

購入代金(Ａ) 購入代金 

 

大同エコメット 
 

(エージング処理) 

建設業者 

スラグ路盤材 鉄鋼スラグ 

エージング処理費等(Ｂ) 

 

大同エコメット 
 

(エージング処理) 

 

佐藤建設工業 

 
(天然砕石との混合) 

 購入代金(Ｃ) 

エージング処理費等(Ｂ) 

販売管理料等(Ｄ) 

鉄鋼スラグ 

建設業者 

購入代金  購入代金(Ａ) 

鉄鋼スラグ スラグ混合路盤材 

Ａ ＜ Ｂ で逆有償である。 

Ｃ ＜ Ｄ で逆有償である。 

：物(鉄鋼スラグ等)の流れ 
 

：金員の流れ 

Ａ ＜ Ｂ で逆有償である。 

大同特殊鋼 



 

 

 

 

 

 

＜図３＞ 平成２４年７月から平成２６年１月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エージング処理費等 
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スラグ混合路盤材 
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販売管理料等(Ｂ) 

鉄鋼スラグ 

建設業者 

スラグ混合路盤材 
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Ａ ＜ Ｂ で逆有償である。 

スラグ混合路盤材 

大同特殊鋼 


